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１１  公公契契約約条条例例制制定定のの目目的的  

国や地方公共団体などの公的機関が締結する工事、売買、請負その他の契約等の契約を

公契約といいます。 

この条例は、公契約に関する基本方針を定め、市及び受注者等の責務を明らかにするこ

とにより、公契約の適正な履行の確保、労働環境の整備を図り地域経済の活性化による豊

かな地域社会の実現を目的としています。 

 

２２  用用語語のの定定義義  

高浜市公契約条例における用語の定義は、以下の通りです。 

 

用 語   定 義 

公契約 
市が締結する売買、賃借、請負その他の契約で、市がその目的たる給付

に対して対価の支払をすべきもの 

市長等 市長及び水道事業管理者の権限を行う市長 

受注者 市と公契約を締結する者 

下請負者 市以外の者から公契約業務の一部を受注する者 

受注者等 受注者及び下請負者 

労働者 

①労働基準法（昭和 22年法律第 49号）第 9条に規定する労働者であっ

て、受注者等に雇用され、公契約に係る業務に従事する者（同居の親族

のみを使用する事業又は事務所に使用される者を除く。） 

②自らが提供する労務の対価を得るために受注者等との請負の契約によ

り公契約に係る業務を請け負い、又は受託する者 

 

 

３３  公公契契約約条条例例のの概概要要  

高浜市公契約条例の内容は、以下のとおりです。 

 

条 項 概 要 

第 3条 基本方針 市は以下の事項を基本方針として公契約に係る事務を実施す

る。 
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①公契約の適正な履行並びに公共事業等の良好な品質を確保

すること。 

②公契約の過程及び内容の透明性を確保するとともに不正行

為の排除を徹底すること。 

③適正な労働環境を整備すること。 

④地域経済及び地域社会の健全な発展を推進すること。 

第 4条 市の責務 市は第１条の目的を達成するため、第３条の基本方針に基づ

き必要な取組を実施する。 

第 5条 受注者等の責務 受注者等は第 1条の目的を踏まえ、法令を遵守するとともに、

公契約を適正に履行しなければならない。 

受注者等は公契約に関する市の取組に協力するよう努めなけ

ればならない。 

第 6条 公契約の適正な

履行 

市長等は公契約の適切な履行を確保するため、価格や品質等

の契約条件が適切なものとなるよう努めなければならない。 

市長等は予定価格を算出するにあたり、市場における取引価

格等を的確に反映して積算しなければならない。 

受注者等は労務費その他の経費を適正に積算しなければなら

ない。 

第 7条 適正な公契約の

締結 

市長等は適正な時期に適正かつ合理的な規模で公契約を締結

しなければならない。 

市長等は公契約の締結に当たり、適正な契約方法を採用する

とともに公正な競争の下で行わなければならない。 

第 8条 適正な労働環境

の整備 

受注者等は労働基準法等の法令を遵守し、労働者の適正な労

働環境を整備しなければならない。 

第 9条 労働環境の確認 市長等は規則で定める公契約（以下「特定公契約」という。）

に係る受注者等に対し、適正な労働条件・労働環境の整備が

図られていることを確認するために必要な報告を求めるもの

とする。 

第 10条 労働者への 

周知 

対象の受注者等は次に掲げる事項について特定公契約が行わ

れる場所に掲示するか、書面で交付することにより、労働者

に周知しなければならない。 

①対象労働者の範囲 

②愛知県の地域別最低賃金 

③第 11条の申出をする場合の申出先 

④第 11条の申出をしたことを理由に不利益な取扱いをして

はならないとされていること。 

第 11条 労働者の申出等 対象労働者は賃金や契約代金が支払われるべき日に支払われ

ていない場合や、賃金の額が愛知県の地域別最低賃金を下回

る場合は市長等又は対象受注者等にその事実を申し出ること

ができる。 

第 12条 不利益取扱いの 

禁止 

対象受注者等は、対象労働者から第 11条の申出があった場合

は誠実に対応し、対象労働者に対し理由に不利益な取り扱い

をしてはならない。 
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第 13条 是正措置等 市長等は第 9条の労働環境の確認または第 11条の申出による

確認の結果、労働環境が整備されていないと認められるとき

は、対象受注者等に対し是正するよう指導する。 

指導を受けた受注者等は、速やかに是正措置を講ずるととも

に講じた措置とその結果を市長等に報告しなければならな

い。 

市長等は必要があると認めるときは措置報告の内容について

説明を求めることができる。 

市長等は対象受注者等が次のいずれかに該当する場合は、入

札参加資格停止の措置を講ずることができる。 

①第 9条の労働環境に係る報告をせず、または虚偽の報告を

したとき。 

②市からの是正の指導に従わないとき。 

③是正措置報告をしない、または虚偽の報告をしたとき。 

第 14条 委任 条例で定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。 

 

４４  適適用用範範囲囲  

１ 公契約条例の適用範囲 

高浜市公契約条例第９条で定める公契約（特定公契約）は次のいずれかに該当するもの

とします。 

公契約の種類 適用範囲 

工事の請負契約 予定価格が５，０００万円以上の工事の請負契約 

業務の委託契約 

予定価格が１，０００万円以上の次に掲げる業務のいずれかに該当

する契約 

①市の事務又は事業の用に供する建物およびその敷地（以下「公共

施設等」という。）の清掃業務 

②公共施設等の窓口業務 

③給食の調理業務 

④用務員業務 

※１ 予定価格の額は、消費税及び地方消費税相当額を含む金額です。なお、業務におい

ては 1年以下の契約にあたっては当該予定価格、委託契約において 1年を超える契約にあ

たっては予定価格を契約月数で除して得た額に 12を乗じて得た額とします。 

※２ 契約方法（一般競争入札、指名競争入札、随意契約）の種別に関わらず適用となり

ます。 

※３ 上記の契約は、条例第９条から第１３条の規定が適用されます。 

※４ 上記の契約は、特定公契約である旨を入札公告、指名通知書等に記載し、受注者に

通知します。受注者は特定公契約であることを確認した上で、参加することになり

ます。 
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※５ 受注者は、業務の一部を下請負者に請け負わせる場合は、特定公契約であることを

下請負者に周知する必要があります。 

 

２ 特定公契約において受注者等が行う手続き 

 ①労働環境確認報告書の作成・提出 

 ②労働者への周知 

 ③（必要な場合）是正措置、是正措置に関する報告の作成・提出 

 詳しくは、p.７「６ 労働環境確認報告書等の作成及び提出」以降をご確認ください。 

 

３ 適用労働者の範囲 

（１）特定公契約の規定が適用される労働者は、次のとおりです。 

①労働基準法（昭和 22年法律第 49号）第９条に規定する労働者であって、受注者等に

雇用され、公契約に係る業務に従事するもの（同居の親族のみを使用する事業又は事務

所に使用される者を除く。） 

②自らが提供する労務の単価を得るために受注者等との請負の契約により公契約に係

る業務を請け負い、又は受託するもの 

※１ 特定公契約に従事する労働者であれば、受注者に雇用される労働者だけでなく、下

請負者に雇用される労働者に対しても適用されます。 

 

（２）次に掲げる者は、特定公契約の規定を受ける労働者に該当しません。 

・同居の親族のみを使用する事業又は事業所に使用される者又は家事使用人 

・労働基準法第９条に規定する労働者でない者（ボランティア、会社役員等） 

最低賃金法第７条の規定により最低賃金の減額の特例を受ける者（使用者が都道府県

労働局長の許可を受けている者に限る。） 

・特定公契約に係る業務に直接従事しない者（事務員、材料の製造に従事する者） 

・受注者が労働者との合意の下で見習い又は未熟練労働者と判断する者、及び年金等の

受給のために報酬を調整している者 

・工事請負契約の場合の現場代理人、主任技術者、監理技術者等の現場技術者 

・特定公契約に係る業務に従事した時間が１か月あたり３０分未満の者 

 

５５  支支払払賃賃金金のの算算出出方方法法（（最最低低賃賃金金・・最最低低労労働働賃賃金金））  

 従業員の賃金が最低賃金以上かどうかの確認について、毎月支払われる基本的な賃金で

確認し、賞与、時間外勤務手当、勤務手当、家族手当など臨時で支払われる手当等は除外

されます。 

 なお、愛知県の最低賃金（令和７年１０月１８日時点）は１，１４０円です。 

■最低賃金以上か確認する方法 
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①月給制の場合 

 月給÷１か月平均の所定労働時間 ≧ 最低賃金（時間額） 

 ※所定労働時間とは休憩時間を除く始業時間から就業時間までの時間をいいます。 

 

②日給制の場合 

 日給÷１日の所定労働時間    ≧ 最低賃金（時間額） 

 ※ただし日額が定められている特定（産業別）最低賃金が適用される場合には 

 日給              ≧ 最低賃金（日額） 

 

③時給制の場合 

 時間給             ≧ 最低賃金（時間額） 

 

■除外される手当等 

臨時に支払われる賃金（結婚手当など）、１か月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞

与）、時間外勤務手当、休日出勤手当、深夜勤務手当、精勤手当・皆勤手当、通勤手当、

家族手当 

 

■参考 

厚生労働省ＨＰ 最低賃金額以上かどうかを確認する方法 

https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-13.htm 

 

６６  労労働働環環境境確確認認報報告告書書のの作作成成及及びび提提出出  

特定公契約に該当する契約を締結する受注者等は、労働環境確認報告書の提出が必要で

す。契約締結後、速やかに提出してください。また、提出した労働環境確認報告書の内容

に変更があった場合も速やかに提出をお願いします。 

■ 提出書類  様式第 1 労働環境確認報告書 

■ 提出場所  発注グループ（特定公契約の発注を行ったグループ） 

■ 提出期限  契約締結後速やかに提出すること 

 ※下請負者は、労働環境確認報告書を受注者に提出してください。 

 受注者は、下請負者の労働環境確認報告書とともに発注グループへ提出してください。 

 

７７  労労働働者者へへのの周周知知  

受注者等は、次に掲げる事項について、特定公契約に係る業務が行われる作業所等の見

やすい場所に掲示するか、労働者に書面で交付するなど周知を徹底してください。 

⚫ 対象労働者の範囲 

⚫ 愛知県の地域別最低賃金 

⚫ 条例第 11条の申出をする場合の申出先 
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⚫ 条例第 11 条の申出をしたことを理由に、解雇、契約の解除、その他不利益な取扱

いをしてはならないとされていること 

 

８８  労労働働者者のの申申出出等等  

特定公契約に従事する労働者は、賃金及び契約代金が支払われるべき日に支払われてい

ない場合や支払われた賃金の額が愛知県の地域別最低賃金を下回る場合、市長等又は受注

者等に申し出ることができます。 

なお、受注者等は、上記の申出があった場合は誠実に対応するとともに、当該申出をし

たことを理由として、当該労働者に対し不利益な取扱いをしてはなりません。 

■ 提出書類   様式第 2 賃金等に係る申出書 

■ 提出場所   高浜市役所総務部財務グループ（契約・検査担当）または受注者（下 

請負者） 

 

９９  是是正正措措置置等等  

 労働環境確認報告書に基づく労働環境の確認や特定公契約に従事する労働者からの申

出による確認の結果、労働環境が整備されていないと認められるときは、是正するよう市

より指導を行います。指導を受けた受注者等は、速やかに是正措置を講ずるとともに、講

じた措置とその結果を報告しなければなりません。 

 ■ 提出書類   様式第４ 是正措置報告書 

 ※報告の内容について説明を求めることがあります。 

 

1100  指指名名停停止止措措置置  

 特定公契約において受注者等が次のいずれかに該当するときは、入札参加資格停止の措

置を講ずる場合があります。 

① 労働環境確認報告書を提出しない、又は虚偽の報告をしたとき。 

② 市長等による是正の指導に従わないとき。 

③ 是正措置に関する報告をしない、又は虚偽の報告をしたとき。 

 

 



９ 

特定公契約に関する手続きの流れ 

 

高浜市 受注者等 労働者 

 

※下請負者は、労働環境確認報告書を受注者に提出してください。 

 受注者は、下請負者の労働環境確認報告書とともに発注グループへ提出してください。

契約の締結 

□ 労働者への周知 

□ 労働環境確認報告書

の作成・提出（様式第１） 

□ 労働環境確認報告書

の確認 

□ 是正措置の要求（様式

第３） 

（賃金が適正に支払われな

い・地域別最低賃金を下回

る場合） 

□ 賃金等に係る申出（様

式第２） 

□ 入札参加資格停止措

置 

適切 不適切 

□ 是正措置に関する報

告（様式第４） 

不適切 

申出書の受理 
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様式第１（その１）（第５条関係） 

労働環境確認報告書（工事） 

  年  月  日 

 高 浜 市 長 様  

 

本契約に係る工事に従事する労働者の労働条件は、下記のとおりです。 

提 出 者 

 商号又は名称               

代 表 者 氏 名               

担当者・連絡先               

 

契約案件名：                                   

回答欄に「〇」または「×」、該当しない場合には「－」を記入してください。 

区分 項          目 回答 

労 

働 

条 

件 

① 労働契約の締結に際し、労働者に労働条件を明示（就業規則の提示、労働条件通知書の交付等）

している。 
 

② 就業規則、雇用契約、労使協定等の労働条件について、適正な内容となっている。  

③ ３６協定を労働基準監督署に届出ている。また、その運用を含め労使協定は適正な内容となって

いる。 
 

④ 就業規則を労働基準監督署に届出ている。また、労働者に対し周知（作業所に掲示、書面にて交

付等）している。 
 

⑤ 法定帳簿（労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等）を適正な記載事項で整備している。  

⑥ 労働時間及び時間外労働時間について客観的な記録を基に管理している。  

⑦ 労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、適正に記録している。  

⑧ 休暇・休日の取得状況を適切に管理している。  

⑨ 労働保険及び社会保険の加入手続きを適正に行っている。  

安 

全 

衛 

生 

⑩ 事業場の業種と規模（常時使用する労働者数）に応じた安全衛生管理体制（衛生管理者、産業医

等）を整備している。 
 

⑪ 毎年定期的、かつ採用時に健康診断を実施している。  

⑫ 衛生管理者等に対し、安全教育等を実施している  

⑬ 事故報告書等の記録など、業務災害への対策等は適正に整備されている。  

賃 
 

金 

⑭ 賃金台帳等に基づいた適正な計算により支払いを行っている。  

⑮ 時間外・休日等の割増賃金について、適正に賃金を支払っている。  

⑯ 賃金について通貨で全額を労働者に直接、毎月１回以上、一定の期日を定めて支払っている。                

⑰ 本契約における工事に従事する労働者に対し、地域別最低賃金以上の賃金を支払っている。 
 

⑱ 本契約における工事に従事する労働者（工種ごと）の最低労働賃金単価はいくらですか。  
下記

記入 



11 

下
請
負 

⑲ 本契約に係る工事に下請負者がある場合、公契約の主旨を説明し、理解を得ている。  

⑳ 下請負者との契約において、市場価格と照らし合わせ適切な金額で契約をしている。  

【特記事項】※回答が「×」の場合、その理由及び改善予定等を記入してください。 

 

 

 

労働者の確保計画 

工 種 職 種 員 数 
最低労働賃金単価 

（１日当たり） 

施工業者名 

（元請･下請会社名） 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

[対象とする労働者の範囲] 

  本契約における工事に主として従事する労働者（元請け、下請け問わず）で、公共工事設計労務単価で区

分される５１業種に該当する労働者とします。 

※現場代理人・監理技術者・主任技術者・会社役員等は含みません。 

※雇用形態（日雇い、短期雇用等）に関係なく、専属的に当該工事に従事している者について記入してくだ

さい。 

[最低労働賃金単価について] 

  対応する職種ごとに最低賃金となる労働者の賃金単価を記入します。 

  以下の構成により算出した額を、会社所定の１ヶ月の労働日数により日単位に換算します。 

  （基本給相当額）・（基準内手当）・（臨時の給与（賞与等））・（実物給与）の合計額 

 ※基準内手当てとは、家族手当（扶養手当）・通勤手当・都市手当（地域手当）・住宅手当・現場手当・技

能手当・精勤手当等となります。 
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様式第１（その２）（第５条関係） 

労働環境確認報告書（業務） 

年  月  日 

 高 浜 市 長 様  

 

本契約に係る業務に従事する労働者の労働条件は、下記のとおりです。  

提 出 者 

 商号又は名称               

代 表 者 氏 名               

担当者・連絡先               

 

契約案件名：                          

回答欄に「〇」または「×」、該当しない場合には「－」を記入してください。  

区分 項          目 回答 

労 

働 

条 
件 

①  労働契約の締結に際し、労働者に労働条件を明示（就業規則の提示、労働条件通

知書の交付等）している。 

 

②  就業規則、雇用契約、労使協定等の労働条件について、適正な内容となっている。 
 

③  ３６協定を労働基準監督署に届出ている。また、その運用を含め労使協定は適正

な内容となっている。  

 

④  就業規則を労働基準監督署に届出ている。また、労働者に対し周知（作業所に掲

示、書面にて交付等）している。  

 

⑤  法定帳簿（労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等）を適正な記載事項で整備している。 
 

⑥  労働時間及び時間外労働時間について客観的な記録を基に管理している。  
 

⑦  労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、適正に記録している。  
 

⑧  休暇・休日の取得状況を適切に管理している。  
 

⑨  労働保険及び社会保険の加入手続きを適正に行っている。  
 

安 

全 

衛 

生 

⑩  事業場の業種と規模（常時使用する労働者数）に応じた安全衛生管理体制（衛生

管理者、産業医等）を整備している。  

 

⑪  毎年定期的、かつ採用時に健康診断を実施している。  
 

⑫  衛生管理者等に対し、安全教育等を実施している  
 

⑬  事故報告書等の記録など、業務災害への対策等は適正に整備されている。  
 

賃 
 

金 

⑭  賃金台帳等に基づいた適正な計算により支払いを行っている。  
 

⑮  時間外・休日等の割増賃金について、適正に賃金を支払っている。  
 

⑯  賃金について通貨で全額を労働者に直接、毎月１回以上、一定の期日を定めて支

払っている。                
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⑰  本契約における業務に従事する労働者に対し、地域別最低賃金以上の賃金を支払

っている。  

 

下
請
負 

⑱  本契約に係る業務に下請負者がある場合、公契約の主旨を説明し、理解を得てい

る。 

 

⑲  下請負者との契約において、市場価格と照らし合わせ適切な金額で契約をしてい

る。 

 

 

【特記事項】※回答が「×」の場合、その理由及び改善予定等を記入してください。 
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様式第２（第６条関係） 

 

  年  月  日 

 

賃 金 等 に 係 る 申 出 書 

 

 

 （宛先） 

 

申出者 住 所 

氏 名 

 

 

私に支払われた次の労働報酬について、







愛知県の地域別最低賃金を下回っているため、

賃金が支払われるべき日において、支払われるべき賃金が支払われていないため、
 

高浜市公契約条例第１１条の規定により申し出ます。 

 

 

契 約 名  

支  払  者  

支  払  日    年   月   日 

労 働 報 酬 額            円 

特 記 事 項  
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様式第３（第７条関係） 

 

  年  月  日 

 

是正措置を求める通知書 

 

 

           様 

 

高浜市長 

 

 

特定公契約における労働環境について、次のとおり是正措置を講ずるよう高浜市

公契約条例第１３条第１項の規定により求めます。 

 

 

契 約 名  

是正措置を求め

る事項 
 

連  絡  先 
担当 

電話  
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様式第４（第７条関係） 

 

  年  月  日 

 

是正措置報告書 

 

 （宛先） 

 

報告者 所 在 地 

（受注者）氏名・名称 

代 表 者 

 

 

高浜市と締結した特定公契約における、労働環境に関する是正措置については、

高浜市公契約条例第１３条第２項の規定に基づき改善を図りましたので次のとおり

報告します。 

 

契約名：                  
 

区分 講じた是正措置の内容及び結果 措置日 

   

 


